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社会保険労務士法人 育成協会 

算定基礎届係 
 
 

本年度の社会保険算定基礎届につきまして 
 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 
 社会保険関係業務につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて「算定基礎届」についてですが、社会保険の算定基礎届に必要な賃金台帳等のお預り
等は、本年度につきましても、原則メール、郵便等、訪問に依らない形でお願いしたいと存
じます。 

恐れ入りますが、【2026 年算定基礎届確認表】の内容をご記入の上、下記⑵~⑹の資料と
ともに、同封の返信用封筒により郵送いただくか、下記算定特設コーナーよりデータにて、 
6 月 26 日（金）までに 返信をよろしくお願いいたします。 

 
※同封の返信用封筒には 180 円分の切手を貼っており、お送り頂く書類の重量によりまし
ては不足となる場合もございますが、不足分は受領時に弊協会にてお支払い致しますので、
そのままでポストにご投函下さい。 

敬具 
 

＜２０２６年社会保険 算定基礎届 送付いただきたい書類＞ 

(1) 2026 年算定基礎届確認表（裏面の記入例を参照のうえ、内容をご記入ください） 
(2) 3 月支払、4 月支払、5 月支払、6 月支払 賃金台帳もしくは給与明細コピー 

（役員の方、被保険者の方全員分） 
(3) 算定基礎届用紙一式（ご加入の健康保険組合から送付されている事業所様のみ） 
(4) 70 歳以上該当者リスト （該当者が在籍し、日本年金機構よりリストが届いている

場合のみ） 
(5) 6 月・7 月・8 月 賞与支払いのある事業所様は、賞与支払明細（7,8 月分は明細の

ご用意が出来次第） 
(6) 賞与不支給報告書（日本年金機構から届いている場合のみ） 
(7) 調査通知（日本年金機構/年金事務所から届いた場合は直ぐに FAX にてお送り下さい） 

 
 
  
 
 

  

算定基礎届・賞与支払届に関する連絡先 
育成協会  算定基礎届係 

  TEL:042-527-3675  FAX:042-527-5658 
 

育成協会ホームページ TOP 特設コーナー  
URL    https://ikuseikyokai.or.jp/ 
メール  santei@ikuseikyokai.jp 


